
職員との面会に当たってのお願い
（元防衛省職員の方が含まれる場合)

防衛省として定められた方針(※１)により、現役防衛省職員が元防衛省職員と

面会する場合、現役防衛省職員は複数で対応させて頂きます。

つきましては、次の点に関して御協力をお願いいたします。

１．面会者に元防衛省職員が含まれる場合、面会先に事前に御一報ください。

２．諸事情により現役の防衛省職員を複数割り当てられない可能性があります。

その場合は、日程または面会者の再調整をお願いする可能性があります。

※１ 防衛省方針の公式サイト https://www.mod.go.jp/j/press/news/2023/03/31e.html

https://www.mod.go.jp/j/press/news/2023/03/31e.html


※２

※２ 再発防止措置の公式サイト https://www.mod.go.jp/j/press/news/2023/03/31e_02.pdf

※１ 防衛省として定められた方針（公式サイトからのコピー）

https://www.mod.go.jp/j/press/news/2023/03/31e_02.pdf


※２ 再発防止措置（概要）（公式サイトからのコピー）


